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Ⅰ 本校の進路指導について 
 １ キャリア教育の充実 

 （１）キャリア教育の理解、校内体制等の確立を図る。 

 （２）働くことへの意識を高めるため、幼・小・中・高・舎で一貫したキャリア教育の推進を

図るとともに、地域・家庭に対してキャリア教育に関する理解啓発に努める。 

 （３）「キャリア教育全体構想図」及び児童生徒の発達の段階に応じた「キャリア教育プログ     

ラム」を作成し実践する。 

 （４）キャリア教育で児童生徒に身につけさせたい「基礎的・汎用的能力」を構成する４つの     

能力の視点を踏まえた、各教科等の年間学習指導計画の作成を推進する。 

 （５）時代に対応した作業種目の拡大と指導の充実を図り、職業自立に必要な知識、技能、態     

度の育成に努める。 

 （６）就業体験、職場体験、インターンシップ、校内実習等の充実を図り、総合的な学習(探究)

の時間及び学級活動・ＬＨＲを活用した継続的なキャリアガイダンスを実践し、進路意

識の醸成に努める。 

 （７）生徒が自らの学習活動の学びのプロセスを記述し、振り返ることのできるポートフォリ     

オ的な教材「キャリア・パスポート」を作成する。 

 【 幼・小学部 】 

  ①身近な人と触れ合い、愛情や信頼感を養う。 

②生活リズムを整え、十分に体を動かすことができるようにする。 

③将来の日常生活及び社会参加に必要な基本的生活習慣の形成を図る。 

 【 中学部 】 

  ①自己の役割を知り、他人との協調性を養う。 

②進路(進学、就労等)や将来の自己実現に必要な基礎的な知識や体力を育てる。 

③就業体験及び教育活動を通し、将来の自立と社会参加に向けて必要な知識、態度を養い

関心を高める。 

 【 高等部 】 

   ①教育活動全体を通して、将来自立し社会参加できるようにする。 

   ②保護者との連携を密にし、目標を持って自己理解・自己啓発に努め、適切な進路選択が

できるようにする。 

   ③関係機関とのネットワークを形成し、移行支援の充実を図る。 

 【 寄宿舎 】 

①日課を通して、基本的生活習慣の確立を図り、自分でできる力を高める。 

   ②集団生活の中で、主体性や人間関係の構築、社会性を養う。 

 

２ 進路指導の基本方針 

（１）社会自立・職業自立を目指して基本的知識、技能、態度の育成を図る。 
（２）幼稚部・小学部入学から中学部・高等部の卒業までを組織的、計画的、系統的に指導す

る。 
（３）家庭、事業所、各関係機関と連携・協力し、地域への啓発を重視した活動に努める。 
（４）事業所の訪問、開拓の充実を図る。 
（５）卒業後の定着支援の充実を図る。 



                     ２ 
 

３．ライフステージから考える進路指導 
 人間の一生を年齢期によっておおまかに区分けしたライフステージから、どの段階で、ど
のような力をつけておくことが必要かみえてきます。現在のステージでは、次のステージへ
向けて前もって準備しておくことが必要です。現在のステージでつまずきが見られたら、そ
の前のステージに戻って、つまずきの原因を追及改善することが大切になります。 
 

 自己実現・社会参加・社会自立・地域貢献 

◎老後の保障の確認（年金・住居・後見人等） 
◎安定した生活の確立 
◎地域活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等への参加（社会・地域貢献） 
◎余暇の活用 

◎学齢期終了までに蓄えた力を社会生活の場で実践 
◎社会人としての意識と責任感 
◎社会性の確立と定着 
◎キャリア・アップの実践 
◎社会資源の活用（相談機関・支援機関・ハローワーク等） 

◎これまで積み上げてきた力の応用 
 （交通機関の利用・金銭処理・対人関係・用件の伝達等） 
◎卒業後の生活設計を含む自己像の明確化 
 （給料で買い物・一人暮らし・免許取得・旅行等） 
◎就労や社会参加の意義 
◎社会性の習得（やっていいこと悪いこと・きまり等） 

◎小学部段階までに習得したことの定着化 
◎体力の増強・体調の自己管理 
◎行動範囲・生活経験の拡大 
 （交通機関の活用・買い物ができる・家事手伝い等） 
◎身体、精神面の急激な変化への不安の解消 

◎基本的生活習慣の確立 
◎コミュニケーション能力の確立 
 （給料から買い物・一人暮らし・免許取得・旅行等） 
◎学校・家庭での役割の意識化 
 （学校での係・当番活動・家での手伝い等） 
◎ルールやマナーの習得 
◎基本的生活習慣の確立 
 （生活リズム・身辺処理能力等） 
◎言葉の習得・コミュニケーション能力の習得 
◎情緒の安定 
◎自他の区別 

◎周囲のものに興味・関心をもつ 
◎周囲からの刺激を受ける 
◎親密な親子関係 

実
践 

応
用 

基
礎
固
め 

基
礎
作
り 

模
索 

高
年
齢
期 

会社 
施設 
作業所 
地域社会 

高等部 

中学部 

小学部 
 
高学年 
 
低学年 

幼稚部 

家 庭 

成
年
期 

学 
齢 
期 

乳
幼
児
期 
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Ⅱ進路指導の取り組み 

 １．幼・小学部の取り組み（幼・小学部入学から卒業まで）  
   幼稚部 小学部（1～5年） 6年生 

４月 

 

 

 

 

  

５月 

 

６月 

 

７月 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

 

 

１１月 

 

１２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１月 

 

２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

キャリアパスポートの取り組み（学期ごとに目標・評価等を行う） 

中学部進学に向けての

保護者会 

（教育課程や学習の形態、小

学部との違い等、部主事、支

援部と意見交換を行う） 

保護者面談 

 
 

ライフステージから考える進路指導 

低学年 

◎基本的生活習慣の習得 
（生活のリズム、身辺処理能力等） 
◎言葉の習得、コミュニケーション能力

の習得 
◎情緒の安定 
◎自他の区別 

高学年 

◎基本的生活習慣の確立 
◎コミュニケーション能力の確立 
◎学校・家庭での役割の意識化 
（学校での係・当番活動、家での手伝い

等） 
◎ルールやマナーの習得 

中学部体験入学（見学） 

※事前及び事後学習を行い、小学

部と中学部との違いについて学ぶ 

 

保護者面談 

 
 

中学部体験入学（授業参加） 

※事前及び事後学習を行い、参加する授業

の内容について具体的に説明する。 

 

学習発表会にて中学部・高等部の職業学習や販売実習を見学する 

 
 

中学部入学オリエンテーション 

 
 

小学部見学 
小学部体験入学
（保護者同伴） 

※小学部 1年生の

学習内容及び活動

の様子を知る。 
就学に向けての
保護者面談 

就学に向けての
保護者懇談会 

小学部入学 

オリエンテーション 

 
 
小学部1年生の授業体
験 ※活動の雰囲気を

味わい、見通しが持て
るようにする 

ライフステージから 
考える進路指導 幼稚部 
◎基本的生活習慣形成 
の基礎（生活のリズム、 
基本動作、身辺処理） 
◎自己表現（感情、言葉） 
◎情緒の安定 
◎自他への関心 

就学に向けての
保護者懇談会 
※小1年教諭との話
し合い 

保護者面談（進路指導の手引きの案内） 

キャリアパスポートのまとめ（目標・評価・学習活動の振り返り） 



                      ４ 
 

２． 中学部の取り組み（中学部入学から卒業まで） 
 １学年 ２学年 ３学年 

４月 

 

 

 

  

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

８月 
   

９月 

 

 

１０月 

 

 

１１月 

 

 

１２月 

 

 

 

 

 

 

  

第２回進路希望調査（３年のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本校高等部体験入学・見学週間１２月初旬(３年生徒のみ) 

 

１月 

   
 

高等学校、高等支援学校、特支高等部いずれか１校へ志願 

願書提出（詳細について変更の可能性あり） 

２月 
  願書受付（締め切り等変更の可能性あり） 

本校高等部体験入学予備（３年生徒のみ） 

 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

※不合格者は定員内募集のある学校へ２次募集願書受付、

２次募集選抜検査、合格発表 

 

合格者オリエンテーション（３月下旬）高職員主導 

保護者対象の取り組み(ＰＴＡ進路部) 
・ＰＴＡ進路講話（卒業後の福祉サービスについて） ・合同ミニ事業所説明会（福祉事業所の紹介・説明） 

・事業所見学 など 

保護者面談（進路の手引きの案内・第１回進路希望調査） 
 

係：県の入学者選抜実施要項説明会 ８月 

学校見学会（沖縄高支・中部農林・陽明・南風原・やえせ）申込み開始５月頃～ 
※希望する生徒、保護者。コロナ感染防止のため学校により１,２年生は制限する場合がある。 
※進路だよりにて募集、学校ごとにまとめて申し込む → 実施６月～（各校の日程による） 

体験入学（高等支援５校） 
※希望する３年、保護者。申込８月、実施９月末～   

保護者面談（進路相談など）、職場体験活動期間（前期）６月中 

 

 
 

ライフステージから考える 
中学部進路指導重点（基礎固め） 
〇小学部段階までに習得したことの定

着化 
〇体力の増強・体調の自己管理 
〇行動範囲・生活経験の拡大 
（交通機関の活用・買い物ができる・

家事手伝い等） 
〇身体、精神面の急激な変化への不安

の解消 

職場体験活動期間（後期）１１月中 

 

 

 

 

 
 

志願前相談（９～１０月初旬）高等支援、高等部主導 

※高等支援５校いずれかの受検希望者、本校受検希望

者は必ず参加する。参加が受検の必須条件。 

参加について生徒、保護者、両方等は各校による。 

入試説明会（12月初旬）保護者のみ参加 

※高等支援いずれか５校受検希望者（各校にて実施） 

※本校受検希望者（本校中学部入試係主導で実施） 

キャリアパスポート（１学期目標・年間目標の設定） 

キャリアパスポート（１学期目標評価・振り返り） 
 

キャリアパスポート（２学期目標設定） 
 

キャリアパスポート（２学期目標評価・振り返り） 
 

高等学校、高等支援学校、特支高等部 同日入試 

いずれか一校受検（３月初旬）、合格発表 

キャリアパスポート（３学期目標設定） 
 

キャリアパスポート（３学期目標評価・振り返り、年間目標評価、次学年での目標設定） 
 

職場体験（２年Ⅰ課程） 

夏期休暇中実施。 
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３．高等部の取り組み 
 １学年 ２学年 ３学年 

４月 
   

５月 

   

６月 

   

７月 

・ 

８月 

   

９月 
     ※ 職場開拓・次期の実習に向けての諸準備等（進路指導部） 

１０月 

   

１１月 

   

１２月 

   

１月 
   

２月 

   

３月    

 ＊進路面談は保護者の希望に応じて随時設定いたします。いつでもご相談ください。 

※ 保護者対象の取り組み 

・ＰＴＡ進路講話 

・合同ミニ事業所説明会（福祉事業所の紹介・説明） 

・事業所見学 

①受給者証申請 

（市町村福祉課） 

②サービス利用

計画の作成 

（相談支援事業所） 

校内実習 
・基礎的な力の育成 
・全員対象 

就業体験実習 
・卒業後を見据えて一般企業と福祉

サービス事業所に分かれて実習 
・全員対象 

 

校内実習 
・抽出実習 
 以外の 
 生徒対象 

抽出実習 
・主に企業、就労

移行支援対象

の生徒 

福祉ｻｰﾋﾞｽ 

 

一般就労･Ａ型 

保護者面談資料の作成・配布 
 

校内実習 
・前期実習の評価をもと

に、基礎力の再構築と

適性判断 

◎進路相談（７月中旬～） 

※卒業後の進路先の検討と確認 

就業体験実習 
・進路先のめどづけ。企業実習と福祉

施設実習に分かれて実習 
・全員対象 
 

◎進路相談（２月中旬～） 

※必要に応じて設定 

◎進路相談（11月下旬～） 

※実習評価の確認 

※次回実習先の検討 

※卒業後の進路先の相談 

①求職登録 

（ハローワーク） 

②企業での面接 

◎進路相談（11月下旬～） 
※卒業後の進路先の最終的な確認と

諸手続の説明 

◎学級面談（７月中旬～） 

※実習評価の確認など 

 

抽出実習 
※進路未決定の生徒対象 

（企業・福祉サービスでの実習） 

◎実習評価の分析、まとめ 

◎次年度抽出実習の確認 

◎職場開拓 
抽出実習（1月中旬～） 
※進路未決定の生徒対象 

◎進路相談（７月中旬～） 

※後期就業体験先の検討と確認 

※卒業後の進路先の相談 

◎実習評価の分析、まとめ 

◇進路希望調査 

◇進捗状況調査 

◎次回実習先の決定 

◎職場開拓 

前期実習先依頼・挨拶 

校外実習保護者説明会・実習先訪問 
 

校外実習保護者説明会・実習先訪問 
 

◇進路希望調査 

◎抽出実習対象者検討 

１年生保護者説明会 
 

http://www.irasutoya.com/2015/09/blog-post_533.html
http://www.irasutoya.com/2015/09/blog-post_439.html


事業所名

評価記入者

氏名

評 価

A

B

C

D

E

A

B

C

D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
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就業体験期間 令和   年   月   日（月）～   月   日（金）

仕事内容

評価項目
評価基準　（該当の A.B.C.D.E に○）
※５段階の評価項目以外で気づかれたことがありまし
たら特記事項欄に記入お願いします。

特記事項
（気づかれたこと）

（島尻特別支援学校高等部）

  就業体験個人評価票
※　この評価は、今後の進路相談の資料として用いるものです。

生徒氏名 　  年 　 組

2

あいさつ
・

返　事

自分から大きな声でしっかりできた

声が小さい等十分ではないが自分からできた

自分からではないが声かけをすれば元気よく反応できた

声かけをすると何とか応答できた

声かけに応じることができなかった

1 身だしなみ

常に清潔できちんとした身なりができた

少々気になる点もあるが問題ない程度であった

注意をすると改善することができた

注意しても改善できなかった（※特記事項に記入）

注意することが困難だった（※特記事項に記入）

4 報告・質問

作業や指示の後などには必ず報告や質問ができた

時々自分から報告や質問ができた

促されると報告や質問することができた

自分から報告や質問することはないがミスは少ない

報告・質問がなくミスが多かった

3 言葉遣い

常に丁寧な言葉遣いができた

時と場に応じて言葉遣いを使い分けできた

たまに言葉遣いの使い分けができないことがあった

時々注意を受け訂正することがあった

頻繁に注意を受けた

8 積極性

任された仕事に自ら進んで取り組み仕事を覚えるのも早い

作業中の質問も多く仕事を覚えようとしていた

任された仕事に取り組むが仕事を覚えようとしない

声かけすると取り組むが不満そうな態度が見られた

任された仕事に取り組もうとしなかった

5 対人関係

積極的に誰とでも関わりを持つことができた

他の人からの声かけに応答し関わることができた

指導者が入れば他の人と関わることができた

他の人と関われず単独で過ごしていた

感情が安定せず他の人と関わることが困難であった

7 責任感

任せた仕事を最後までやり遂げられた

仕事を最後までやり遂げようとする姿勢が見られた

声かけを要するがどうにか責任を果たせた

最後までやり遂げようとする意欲はなく、マイペースだった

常に他の人がついていないと仕事をやり遂げられなかった

6

指示を
受ける
態度

常に素直な態度で指示を受け入れられた

だいたい素直な態度で指示を受け入れられた

繰り返しの指示を必要とするが素直に受け入れられた

指示を受けるときに不機嫌・反抗的な態度等があった

指示を聞こうとせず自分勝手な行動が見られた

→裏へ続きます



評 価
A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

7

評価項目 評価基準　（該当の A.B.C.D.E に○） 特記事項（気づかれたこと）

9 集中力

長い時間ミスなく作業に取り組めた

時々自分で休憩を挟みながらミスなく作業できた

時々、声をかければミスなく作業できた

11 確実性

10 体力

8時間勤務が可能な体力が備わっている

声かけを要するがミスが多かった

他の事に気をとられ作業がなかなか進まなかった

12 巧緻
こう　ち

性

手先の細やかな作業がほぼ完璧にできた

作業スピードは速いがややミスすることがあった

作業スピードは遅くミスがやや多かった

作業スピードが遅く半分くらいはミスが出た

コツを教えると細かな作業がミスなくできた

時間を要するが細かな作業が可能であった

意欲的だが時間を要しミスも多かった

細やかな作業は不向きで作業意欲が低下した

作業スピードが速く、ミスなくできた

作業スピードは遅いがミスは少なかった

６～７時間なら勤務可能な体力がある

４～５時間程度なら勤務可能

3時間程度なら勤務可能

体力的に勤務は困難である

14

準備
・

後片づけ

自分から進んで準備・後片づけが完璧にできた

進んで準備・後片付けをやろうとした

事前に指示されると準備・後片付けができた

常に声かけが必要だができた

言われてもやろうとしなかった

13
指示の
理解力

指示された事柄を質問しながら的確に遂行できた

指示された通りある程度遂行できた

繰り返しの指示である程度遂行できた

繰り返しの指示を要するがミスがやや多かった

ミスが多く常に指示出し・見守りが必要であった

15 安全性

危険な事柄を自分で察知して作業に取り組めた

危険な事柄について教えられたとおりに作業できた

危険な事柄について教えられたことだけはなんとかできた

注意散漫で時々声かけを要した

安全意識が低いため常に他の人の見守りを要した

総　評

働くための力を十分に備えておりすぐにでも勤務可能
働くための力をある程度備えており合格ライン
もう少し課題を改善できれば勤務が可能
全体的に力不足である
特定の課題を解決しないと勤務は困難である

良かった点、改善点、今後の課題等の
記入をお願いいたします。

一般就労か福祉就労の項目にチェック
をお願いします。※進路面談の参考に

します。

□一般就労　□福祉就労（就労移行・A型・B型・生活介護）
〈理由〉
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Ⅲ 進路選択 

 １ 就職 

（１）一般就労と福祉的就労 

【一般就労】とは、民間企業などと雇用契約を結び、定められた時間に出社して与

えられた仕事をこなす働き方のこと。一般の従業員同様、業務の要求に応えられな

い場合はペナルティが課されることがある。何らかの障害があるものの、雇用契約

に基づいた勤務を希望する方が対象。 

【福祉的就労】とは、福祉サービス事業所とサービス利用契約を結び、利用者とし

て就労訓練を受けながら仕事をする働き方のこと。利用者のペースで働くことがで

き、作業量が少ないなどの理由でペナルティを課されることはない。障害のため、

一般企業などでの就労が難しい方に向けた就労の形。 

（２）一般就労の働き方 

 企業等で一般就労をするためには、①ハローワークや求人誌など一般の求人に

応募する方法、②障害者求人に応募する方法、③事前に企業などで就業体験を行

い、企業評価を基に求人を出してもらう方法など主に３つの方法がある。 

※障害者雇用率制度 
民間企業や国・地方公共団体に一定以上割合で障害者を雇用するように義務

づけた制度。従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合

を「法定雇用率」以上にする義務がある。（障害者雇用促進法 43条第 1項） 常用労

働者数 40.0 人以上の会社はその従業員のうち 2.5％（一般の民間企業）にあたる

障害者を雇用しなければならない。職種により法定雇用率は異なる。例えば従業

員数が 100 名の企業なら 2.5 名になるので３名以上の障害者(または常用雇用の

重度障害者１名+障害者 1 名)を雇用する義務がある。（2024 年４月から） 

①常用雇用労働 
・１週間の決められた労働時間が３０時間以上。 
・雇用保険、労災保険は加入。 
・１日６時間以上または月に１６日以上働いていれば社会保険（健康保険な
ど）の被保険対象者となる。 

・正社員、非正規社員、パート・アルバイト（月給、日給、時給）として働
く。 

②短時間労働 
・１週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満（障害者雇用率は 0.5 人と

してカウント） 
・雇用保険、労災保険は加入するが、希望したら健康保険などに加入すること
も可能。 

※障害者求人 
ハローワーク（公共職業安定所）には障害のある方向けの窓口（専門援助部

門）があり、求職（仕事を探す）相談や支援を行う。障害のある方を採用するた
めの障害者求人（合理的配慮など障害に配慮した採用予定）も取り扱っており、
ハローワークの紹介で就職することができる。紹介してもらうための事前登録が
必要。 
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（３）一般就労するための基礎的条件 

① 身辺処理が自立し、規則正しい生活習慣が確立していること  

◎洗面、食事、入浴、排泄、衣服着脱が自分でできる。 

◎自分のものと他人のものを区別でき、整理整頓や管理ができる。 

◎身なりをきちんとし、汚れたら洗ったり着替えたりできる。 

◎規則正しい生活が習慣付いている。（遅刻、無断欠勤・無断欠席をしない） 

② 危険認識や危険回避ができること  

◎危険な物や場所の認識ができる。（注意・危険・立入り禁止・火気厳禁・横断歩道・信号機・標識等） 

◎職場の労働安全、衛生規則等が守れる。 

③ 体力・持続力があること  

◎健康で、長時間の労働に耐え、年間を通じて働ける体力・持続力がある。 

◎薬を服用している場合、自己管理ができる。 

④ 移動能力があること  

◎自力通勤、自力通学ができる。 

◎公共の交通機関を一人で利用できる。家と学校の往復以外にも応用力があり、乗り換えも可能。 

⑤ 社会性・協調性があること  

◎挨拶や適切な返事ができる。 

◎目上の人や初対面の人への言葉遣いなどＴＰＯを理解、習得している。 

◎注意や指示を素直に受け入れできる。 

◎少々のことで興奮したり、粗暴な態度（言葉遣い）をとったりしない。 

⑥ 働く意欲があること  

◎働く→給料を得る→生活を維持するというサイクルが自己実現や社会自立につながることが理解できる。 

◎働くモチベーションを維持できるための具体的な目標をもっている。 

⑦ 家庭のフォローアップ（支援）体制が確立していること  

◎子どもの健康管理や金銭管理、精神面での支援がしっかりできる。 

◎会社（学校）との連携や情報交換を密にする協力体制がある。 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-4KG-yR1RBHo/UgsvErk97eI/AAAAAAAAXPE/ZsGPpUAIQUA/s800/gutspose_man.png
http://1.bp.blogspot.com/-lzxzcYbXLQQ/UgsvEyVDbkI/AAAAAAAAXPA/omZhvDn30BQ/s800/gutspose_woman.png
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２ 障害福祉サービス 

障害があることで日常生活や社会生活に困難がある方に対して手助けとなるサービス

のこと。障害者総合支援法に基づいて国及び県、市町村が実施し、手続きは市町村の福祉

課などで行う。利用料は多くの方が無料だが、前年度の所得に応じて発生する場合があ

る。※ここでは日中活動について紹介。 

（１）福祉就労系サービス（福祉的就労） 

福祉サービス事業所とサービス利用契約を結び、利用者として就労訓練を受けながら仕事を

する働きかたのこと。 

① 就労移行支援 

一般企業への就職を希望する障害のある方が雇用契約を結ばず、就労に向けた必要な能力

や知識を得るための福祉サービス。生産活動、職場体験等の活動機会、就労に必要な知識・能

力の向上に必要な訓練、求職活動の支援、適性に応じた職場開拓、就職後の職場定着のための

相談支援などを受けることができる。利用期間は原則２年間。必要性が認められた場合は最大

１年の延長が可能。労働の対価として給与ではなく工賃が支給される場合がある。(原則工賃

はない) 就職後も原則６か月間就労移行支援事業所からの定着支援が受けられる。それ以後は

新たに「就労定着支援事業所」と契約して最大３年間の定着支援を受けることができる。 

② 就労継続支援Ａ型 

一般企業での就職が困難な場合に、一定の支援を受けながら雇用契約を結んで働くことが

できるサービス。事業所が利用者と雇用契約を結び生産活動の場の提供、就労に必要な知識及

び能力向上のために必要な訓練や支援が受けられる。利用期間は定められていない。雇用契約

を結んでいるため労働の対価として給与が支給され、沖縄県平均月 78,438円（2023年度） 

利用条件があり、一般企業での就労経験がある方、または就労アセスメントを受けた方が利用

できる。 

③ 就労継続支援Ｂ型 

一般企業での就職が困難な方を対象に雇用契約を結ばず、作業な

どの日中活動をとおして基本的な生活能力などを習得するための支

援を受けることができる。利用期間は定められていない。労働対価

として工賃が支給され、沖縄県平均月 20,873円(23年度) 

利用条件があり、一般企業での就労経験がある方、または就労アセ

スメントを受けた方が利用できる。 

【2025年 10月から新たに始まるサービス】 

④ 就労選択支援事業 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法

を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス。支援学校在籍

中から利用が可能となり、高等部が実施する就業体験等の際に、就労選択支援サービスを利用

してアセスメント（客観的評価）することも可能となる。その評価を基に一般就労、就労移行

支援、就労継続 A・B型、自立訓練など卒業後の進路選択につなげることができるようになる。 

※2025年 10月から当面の間は卒業後すぐに B型利用を希望する人が対象。  

http://2.bp.blogspot.com/-ZC5B63YgnYA/VpjCdKdYbTI/AAAAAAAA3Ao/rXfZiFLisc8/s800/group_student.png
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（２）自立訓練 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持・向

上のために必要な訓練、支援を行うサービス。利用期間は２年間。 

①機能訓練･･･理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及

び助言その他の必要な支援を行う。 

②生活訓練･･･入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、

生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。 

  ※訓練内容は、お金の計算、パソコン操作、調理など事業所によって様々である。 

（３）介護系サービス 

①生活介護 

常に介護を必要とする方に、主に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等、調理、洗濯及

び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、

創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必

要な支援が行われるサービス。生活介護事業所にも作業が充実した事業所もある。見学

や体験をとおして利用者の実態に合う事業所を選ぶことが大切。障害支援区分が区分３

（障害者支援施設に入所する場合は区分４）以上である方が対象 

②療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生

活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主

として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管

理の下における介護及び日常生活上のお世話を行うサービス。 

ア 障害支援区分６に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている

者 

イ 障害支援区分５以上に該当し、次の 1から 4 のいずれかに該当する者であること。 

 a 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者 

 b 医療的ケアの判定スコアが 16点以上の者 

 c 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12 項目）の合計点数が 10点以

上である者であって、医療的ケアの判定スコアが 8点以上の者 

 d 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが 8点以上の者 

◆ 地域生活支援事業 

障害のある方が能力や適正に応じて、自立した生活を送れるように、住んでいる市町

村を中心として実施されている事業。 
○地域活動支援センター 

他者と関わりを持つ機会がほしいと思っているものの、そういった機会がなかなか見つから

ない、または少ないという方に対して居場所や機会を提供することを目的にしている。住んで

いる地域(市町村)で、創作的活動や生産活動の機会・場所の提供、社会との交流等を行う。 
（１）利用するには直接、地域生活支援センターまたは社会福祉協議会へ申し込む。 

（２）日中活動を提供する場として介護保険の対象ではない 18歳以上の方が対象。 

地域活動支援 

センターⅠ 

日中活動（創作的活動・生産活動）を行い、入浴や給食を提供すると同時に地域

住民ボランティアの育成や、医療・福祉・地域の社会基盤との連携強化の調整を

行う。 
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地域活動支援 

センターⅡ 

日中活動（創作的活動・生産活動）を行い、入浴や給食を提供すると同時に地域

住民ボランティアの育成や、医療・福祉・地域の社会基盤との連携強化の調整を

行う。 

日中活動（創作的活動・生産活動）を行い、機能訓練・社会適応訓練を行い、入

浴や給食を提供する。地域の社会基盤との連携強化の調整を行う。 

地域活動支援 

センターⅢ 
日中活動(創作的活動・生産活動)を行う。 

※市町村単位で運営しているので、居住地以外の地域活動支援センターを利用することはできない。 

３ 進学 

（１）大学・専門学校(専修学校専門課程) 

①特別支援学校の学歴について 

 高等学校と特別支援学校高等部では教育の目的や制度が異なるため、学歴としては「高卒」

にはならず「特別支援学校高等部卒」となる。学歴が問われる場面は主に「就職」「進学」

の際で、大学・専門学校へ「進学」する場合「特別支援学校高等部卒」でも手続き上は出願

可能である。過去に知的障害のある生徒が専門学校等へ進学したケースがある。 

②進学にかかる費用 

 入学から卒業までの１～4 年間にかかる学費（入学金、授業料など）は県内では国立大学

(琉球大)121～349 万円、公立大学(県芸大、県看護大)231～316 万円、私立大学(沖国大な

ど)345～489万円。他に教科書代などは別途必要になる。 

専門学校は 1年課程 83万円～3年課程 478万まで。学校や分野により必要な学費の種類、

金額は大きく異なる。 

高等学校から大学等へ進学する場合と同様、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の奨

学金などに応募して進学・就学中の資金を準備することもできる。 

③進学後の状況 

 専門学校や大学等への進学後、学校と支援の方法を学生自身が確認しながら修学すること

が求められる。知的障害がある学生が大学等に進学した例はあるが、卒業事例は不明。県内

では調理専門学校へ進学後、調理師免許を取得し卒業したケースがある。 

（２）県立浦添職業能力開発校／県立具志川職業能力開発校 
障害のある方が職業に必要な知識・技能・技術を習得することを目的に職業訓練を実施する

沖縄県が運営する職業教育施設。具志川校に知的障害者を対象とする「総合実務科」(１年間)、

具志川および浦添校に身体障害者を対象とする「オフィスビジネス科」(６ヶ月間)が設置され

ている。職業訓練の他に求人開拓や無料職業紹介事業等を実施している。 

（３）国立職業リハビリテーションセンター（県外） 

国立職業リハビリテーションセンターは、障害者の方が新たな技能や知識を身につけ、就

職を目指すための職業訓練施設。職業能力開発促進法に基づき国が設置する障害者職業能力

開発校の一つであり、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が運営している。 

※上記(2)(3)は学歴にカウントされないが、履歴書には「〇〇開発校〇〇課程修了」と記載できる。 

http://www.irasutoya.com/2012/11/blog-post_519.html
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Ⅳ 進路決定 

◆ 一般就労・就労継続支援A型の場合 

 １ 求職登録 

障害があることにより就職が困難で、就職機会の少ない障害のある方については、一般求職者よ

りさらに手厚い取り扱いによる求職受理がハローワークでされる。求職登録をすることで、職業相

談、職業紹介（求人票を見て応募できる）や就職後の指導ができたり、企業に対して助成金の交付

をしたりすることができる。 

就職を希望する障害者は原則居住地を管轄するハローワークで求職登録を行う。 

（１）実施時期 

高等部３年生の一般就労希望者は、７～８月を目安に個別に居住地域の

ハローワークで求職登録を行う。（※事前に訪問予約をする） 

（２）参加者 

生徒、保護者 

（３）実施形態 

生徒一人につき２０～３０分程度の面談形式で行う。 

（４）内容 

学習や就業体験の状況、就職の具体的希望の確認 

・求職登録申込書、同意書、重度判定実施依頼書の記入 

・療育手帳（写）提出 

（５）重度判定 

障害者を雇用するとき、障害の程度（「重度」「重度でない」）によって企業が受け取るメ

リットに差がある。雇用対策上の「重度」障害者であるかどうかを判定するのが「重度判定」

である。 

判定の対象条件は①療育手帳が「Ｂ₁」または「Ｂ₂」②療育手帳判定時のＩＱが６０未満。 

判定の対象とならないのは①療育手帳｢A｣(＝重度)、②IQ60以上(＝重度でない) 

ハローワークでの求職登録の際に案内される「重度判定依頼書」を本人・保護者が記入して

重度判定を依頼できる。その後、公共職業安定所を通じて障害者職業センターが重度判定を実

施することになっている。 

基本的に那覇市にある障害者職業センター（那覇市おもろまち ハローワーク那覇の５階）で

の実施となる。 

※「重度判定」を受けると、障害者雇用率でのダブルカウント（１人雇用すれば２人と換算さ

れる）ができたり、助成金の条件が良くなったりするため、事業所側から雇用を優遇される

場合がある。 

※療育手帳とは判定の基準が異なるので、「重度」と判定された場合も福祉サービス等の「重

度」の対象ということではない。 

○「ハローワークを通す」ということ 

障害者雇用を、ハローワーク（公立職業安定所）を通して行うことにより、企業側には助成金を

利用できるなどのメリットが増え、働く側にとってもより安定した雇用が保障される。（ハローワ

ークを通さない雇用の場合、助成金制度が利用できない場合がある） 

また、就労後に仕事や職場のことで困ったことがあればハローワークに相談でき、関係機関で対

応できるようになる。 
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履歴書、紹介状、療育手帳（写し） 

やる気！ 

進路相談で希望

職種を伝える 

 ２ 雇用までの流れと手続き 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

 

会社で採用するか 

会議をする。 

 

 

 
      「指名求人票」と「紹介状」を受け取りにいく。 

 

 

 

 

 
 

 もっていくもの 

 

 

 

採用を決めた会社がハローワークへ採用

予定者用の「指名求人票」をお願いする 

「指名求人票」と「紹介状」ができたことを

学校へ連絡する。 

 

 

 

企業での面接 

オリエンテーション 

労働契約の説明 

雇用契約書への署名捺印 

給与振込み通帳の準備 

健康診断 

などの就職に向けた準備 

ハローワークで  

「求職登録」をする 
就業体験先を

探す 
就業体験をして 

採用可能か見てもらう 
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◆福祉サービス事業所を利用する場合（就労移行・A型・B型・生活介護・自立訓練） 

 ３ 「受給者証の申請」と「サービス利用計画書の作成」 

 

 

 

 

 

 

 

学校の進路相談で福祉サービス  自分に合った事業所を     学校の進路相談で希望事業所を

希望する            見学・就業体験実習をする。   サービスを決定する。 

                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

市町村の福祉課でサービス利用   相談支援事業所の「相談支援員」と 

相談・申請を行う。         サービス計画書を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の職員が８０項目の     サービス受給認定審査会で 

質問調査を実施する。        サービス決定を行う。 

             

 

 

 

 

 

                                                                         

                                     

                                     

 

 

 

 

【確認事項】 
 
①福祉サービスを受けるた

めの手続きにかかる期間は

自治体にもよるが、 
※２～３か月かかることも

ある。そのため早めに福祉

課へ相談する事が大切で

す。 
 
②サービス利用を希望する

事業所と開始の日付を相談

支援員に伝える。 

☆学校・保護者・本人が行うこと 

☆保護者・本人が行うこと 

サービス利用計画書が作成

され、事業所と契約をする。

契約が完了段階で、サービ

スの利用が始まる。 

「障害福祉サービス受給者証」

が交付される。 
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Ⅴ 公的関係機関 

  １ 各市町村の福祉課窓口 

市町村名 所 在 地 担当窓口 電 話 

八重瀬町 
〒901-0492 

八重瀬町字東風平1188番地 
社会福祉課 ９９８－９５９８ 

南風原町 
〒901-1195 

南風原町字兼城686番地 
保健福祉課 ８８９－４４１６ 

与那原町 
〒901-1392 

与那原町字上与那原16番地 
福祉課 ９４５－１５２５ 

南城市 
〒901-1495 

南城市佐敷字新里1870番地 
生きがい推進課 ９１７－５３４１ 

西原町 
〒903－0220 

西原町与那城140番地の1(1F) 
介護支援課 ９４５－５０１３ 

豊見城市 
〒901-0292 

豊見城市翁長854番地1 

福祉部 

障がい・長寿課 
８５０－５３２０ 

糸満市 
〒901-0392 

糸満市潮崎町１丁目１番地(1F) 

社会福祉課 

障害福祉係 
８４０－８１０３ 

 

 ２ 生活に関する相談窓口 

（１）社会福祉協議会 

地域における自立した生活を支えるため、福祉サービスの適切な選択や利用を支援

するための取り組み、生活課題の早期発見・早期対応や課題解決の仕組みづくりなど

を進めている。 

〈 福祉サービス利用者への主な保護・支援事業 〉 

  ○後見人制度 ○日常生活自立支援事業 ○生活サポート 

市町村名 郵便番号 住所 電話番号 

沖縄県社会福祉協議会 
903-8603 那覇市首里石嶺町 4-373-1 098-887-2000 

八重瀬町社会福祉協議会 
901-0401 八重瀬町字東風平 1318-1 098-998-4000 

南風原町社会福祉協議会 901-1104 南風原町字宮平 697-10 098-889-3213 

南城市社会福祉協議会 
901-1495 南城市佐敷字新里 1870 098-917-5692 

与那原町社会福祉協議会 901-1302 与那原町上与那原 16-2 098-945-3016 

西原町社会福祉協議会 
903-0111 西原町字与那城 135 098-945-3651 

豊見城市社会福祉協議会 901-0212 豊見城市字平良 467-4 098-856-2782 

糸満市社会福祉協議会 901-0362 糸満市字真栄里 857 098-994-0563 

 

 

http://www.okishakyo.or.jp/
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.2307348,127.7336069&sspn=0.0295654,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E9%82%A3%E8%A6%87%E5%B8%82%E9%A6%96%E9%87%8C%E7%9F%B3%E5%B6%BA%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%97%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91&sa=X&ei=WD_8U5W3I8_h8AWJ3oLgCQ&ved=0CGcQ8gEwCg
http://www.yaeseshakyo.com/index.html
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.1562251,127.7258089&sspn=0.0295843,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E5%B3%B6%E5%B0%BB%E9%83%A1%E5%85%AB%E9%87%8D%E7%80%AC%E7%94%BA%E6%9D%B1%E9%A2%A8%E5%B9%B3%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%91%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91&sa=X&ei=5jr8U4zMLYbo8AXf5YGYCg&ved=0CGIQ8gEwCg
http://www1.town.haebaru.okinawa.jp/syakyou/
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.1918135,127.7326593&sspn=0.0295752,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E5%B3%B6%E5%B0%BB%E9%83%A1%E5%8D%97%E9%A2%A8%E5%8E%9F%E7%94%BA%E5%AE%AE%E5%B9%B3%EF%BC%96%EF%BC%99%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90&sa=X&ei=Czv8U6mVDIfk8AWA2YHYDg&ved=0CGIQ8gEwCg
http://www.nanjo-shakyo.com/
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.1995577,127.7554679&sspn=0.0295733,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E5%B3%B6%E5%B0%BB%E9%83%A1%E4%B8%8E%E9%82%A3%E5%8E%9F%E7%94%BA%E4%B8%8A%E4%B8%8E%E9%82%A3%E5%8E%9F%EF%BC%91%EF%BC%96%E2%88%92%EF%BC%92&sa=X&ei=9zr8U6r_OoXt8AXo5ILYAQ&ved=0CHAQ8gEwCg
http://www.nisya.net/
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.2218696,127.7578608&sspn=0.0295676,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E9%A0%AD%E9%83%A1%E8%A5%BF%E5%8E%9F%E7%94%BA%E4%B8%8E%E9%82%A3%E5%9F%8E%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%95&sa=X&ei=0zr8U46ZB4e48gXYlII4&ved=0CG8Q8gEwCg
http://www.tomigusuku-shakyo.com/
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.1725814,127.6928982&sspn=0.0295801,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E8%B1%8A%E8%A6%8B%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B9%B3%E8%89%AF%EF%BC%94%EF%BC%96%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%94&sa=X&ei=3i78U7LIJs7e8AWwrYGYDA&ved=0CGoQ8gEwCg
http://www.itoman-shakyo.org/
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&lr=lang_ja&rlz=&gws_rd=ssl&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=jp&sll=26.1128991,127.6717478&sspn=0.0295953,0.0439465&q=%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%B3%B8%E6%BA%80%E5%B8%82%E7%9C%9F%E6%A0%84%E9%87%8C%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%97&sa=X&ei=BS_8U_K7OZK68gXdp4GoCQ&ved=0CGcQ8gEwCg
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_563.html
http://1.bp.blogspot.com/-RBOB7X_V890/U3v3L53EXuI/AAAAAAAAgpQ/FGwb-omqp1A/s800/tree_seichou09.png
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◆相談支援事業所 

    地域に住む障害児・者が地域で安心してその人らしい生活を送れるように、個々のライフステージ 

   に合った支援・サービスを提案、サポートするところ。 

    例えば… ○サービス利用計画の作成  ○個人生活の障害者のフォロー、見守り 

○福祉サービスに関する相談・紹介  ○余暇の活動の場の提案・提供 

（市町村が指定する相談支援事業所） 

相談支援事業所名称 所在地 電話番号 指定市町村 

相談支援事業所 沖身協 八重瀬町仲座1038-1 098-851-3998 
八重瀬町 

相談支援事業所 サザン 八重瀬町字東風平480番地 098-998-2442 

障がい者相談支援センターりんく 南風原町宮平655-1 隆マンション１F 098-889-7835 
南風原町 

相談支援事業所 てるしの 南風原町宮平206-1 098-888-5658 

じんあい 南城市玉城屋嘉部200番地 098-948-1815 
南城市 

相談支援センター あしすと 南城市大里稲嶺2282-6 098-882-8778 

西原町社会福祉協議会 西原町与那城135番地 098-945-3651 
西原町 

ライフサポート ロウル 西原町字翁長287番地 2-B号室 098-963-9942 

相談支援事業所じょいまーる 与那原町与那原2943 098-945-2357 
与那原町 

あすなろの樹 与那原町与那原3861番地 仲里ｱﾊﾟｰﾄ 101号 098-944-5119 

障がい者相談支援センターさくら 豊見城市平良188番地23 098-840-5904 
豊見城市 

相談支援事業所 ひまわり 豊見城市渡橋名92番地1 098-996-1668 

みなみの里相談支援センター 糸満市字摩文仁207 098-997-3900 
糸満市 

相談支援センター たまん 糸満市真栄里870番地 098-840-8468 

※上記は一例です。最新の相談支援事業所リストは居住する市町村役場でもらうことができます。 

 

３ 福祉制度に関する相談窓口 

（１）福祉保健所 

   身体障害・知的障害・精神障害者・児童に係る障害福祉の窓口があり、障害者手帳の交付など 

  の各種サービスをおこなっている。居住地によって担当の福祉事務所がエリア分けされている。 

  ①障害者福祉サービス利用の申請受付(受給者証の交付) 

   就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援、自立訓練、グループホーム・ケアホーム等利用時、ホ

ームヘルプサービス利用時の申請 

  ②療育手帳の交付 

  ③心身障害者医療費の助成 

   65歳未満ときに(1)療育手帳Ａ、(2)身体障害者１級または２級、(3)重複障害（IQ36から 50ま

でで身体障害者手帳３級）のいずれかに該当した人（所得制限有り） 

  ④障害者福祉施設への入所に関する申請受付 

  ⑤地域生活支援事業の申請受付 

   65歳未満の障害者・障害児(一部自己負担有り) 

   ・地域活動支援センターⅠ・Ⅱ・Ⅲ型(Ｐ６参照) ・移動支援 ・日中一時支援 

名 称 所在地 電 話 

北部福祉保健所 名護市大中 2－13－1 0980-52-2714 

中部福祉保健所 沖縄市美里 1688－1 098-938-9886 

中央保健所 那覇市与儀 1－3－21 098-854-1005 

南部福祉保健所 南風原町字宮平 212 098-889-6351 
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（２）知的障害者更生相談所（那覇市首里石嶺町 4－385－1 Tel 098-886-2115） 

  身体・知的障害に関する専門的な機関で、身体・知的障害者福祉士や心理判定員などのスタッ

フが、専門的な相談・支援、補装具（義肢・装具・車いすなど）の判定、自立支援医療(心臓手

術・血液透析療法など)の判定、各種機関などへの支援を行う。また、身体障害者手帳・療育手

帳の発行も行っている。 

○療育手帳の新規判定と再判定 ○市町村の障害福祉サービス支給要否決定にかかる意見 

○日常生活に関する相談 

（３）児童相談所 
     １８歳未満の児童の様々な問題について、児童福祉司や心理判定員などの職員が相談に応じ、

障がいの程度の判定や療育に関する指導を行う。また、児童福祉施設への入所決定等を行う。 

名称 所在地 電話 

沖縄県中央児童相談所 那覇市首里石嶺町 4－404－2 098-886-2900 

沖縄県コザ児童相談所 沖縄市知花 6－34－6 098-937-0859 

 

４ 就労に関する相談窓口 

（１）障害者就業・生活支援センター 
障害のある方の仕事や暮らしの困りごと、企業における障害者雇用に関す相談などを受け

る。家庭や企業を訪問するなどして、就労と生活を一体としてサポートする。通称「なかぽつ」 

《ご本人及び家族の方へ》 

① 就職に関する相談・助言 ・就職に向けた基礎訓練・職業準備訓練等の紹介・調整 

             ・トライアル雇用などの支援事業の活用 

② 職場開拓（ハローワークと協力し、その人にあった職場を探す） 

③ 就職活動支援(ハローワーク同行・面接同行) 

④ 定着支援（会社と本人との調整・ジョブコーチ支援の派遣等） 

⑤ 日常生活・地域生活に関する相談・助言 

・生活習慣の形成のため支援機関、場所の紹介・調整 

・住居、金銭管理、年金など生活統計に関する助言、余暇活動の提供 

⑥ 関係機関との連絡調整 

《備考》 

・自立・安定した職業生活の実現にむけて、本人の立場、会社の立場から調整してくれる。 

・就業支援についても生活支援においても様々な関係機関と連携をとり、本人にあった方法を

一緒に考えてくれる。 

・県が指定した社会福祉法人が、国の委託を受け運営している。 

地区 名 称 所在地 電話番号 

北部 
障害者就業・生活支援センター 

ティーダ＆チムチム 
名護市宇茂佐 934 0980-54-8181 

中部 障害者就業・生活支援センター花灯 
沖縄市登川 2695モバイ

ルワークプラザ 1階 
098-989-6527 

那覇 障害者就業・生活支援センターかるにあ 浦添市前田 1004-9 098-871-3456 

南部 障害者就業・生活支援センターブリッジ 
糸満市字阿波根 1556-1 

豊ビル 202 
098-996-2805 

宮古 障害者就業・生活支援センターみやこ 
宮古島市平良字下里

1202-8 1F 
0980-79-0451 

八重山 障害者就業・生活支援センターどりいむ 
石垣市字石垣371 
東アパート1階 

0980-87-0761 

http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post86.html
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（２）ハローワーク（公共職業安定所） 

 求職者には就職（転職）についての相談・指導、適性や希望にあった職場への職業紹介、雇用
保険の受給手続きを、雇用主には雇用保険、雇用に関する国の助成金・補助金の申請窓口業務

や、求人の受理などのサービスを提供する。また、障害者の就職を促進するための職場適応訓練

制度など、各種の施策も行っている。卒業後は、居住地にあるハローワークが管轄となる。 

○障害者求人の紹介 

   ○職場適応訓練等職業訓練の斡旋 
就職困難な者を雇い入れるに当たり、実際の作業環境でその作業に慣れるための適応訓練を行

い、就職促進を図るもの。 

   ○トライアル雇用の斡旋 
障害者雇用経験の少ない事業主に対し、障害者を最長3ヶ月間トライアル雇用として雇入れる

ことにより、障害者の就業についての理解を深め、雇用の場の拡大を図るとともに、トライアル

後の本人の正規雇用を目的とする事業。 
   ○特定就職困難者雇用開発助成 

 障害者、高齢者等就職が困難な求職者を安定所等の紹介により雇入れる事業主に対し、最長２
年、賃金の一部を助成することにより、障害者等の雇用を促進する制度。 

※ 一般的には「特開金（とっかいきん）」と呼ばれている。平成27年４月に一部改正 

名 称 所在地 電 話 

ハローワーク那覇 那覇市おもろまち 1-3-25 098-866-8609 

ハローワーク沖縄 沖縄市住吉 1-23-1 098-939-3200 

ハローワーク名護 名護市東江 4-3-12 0980-52-2810 

ハローワーク宮古 宮古島市字平良下里 1020 0980-72-3329 

ハローワーク八重山 石垣市字登野城 55－4 0980-82-2327 

 

（３）障害者職業センター （那覇市おもろまち ハローワーク那覇５Ｆ） 

ハローワークをはじめとする関係機関と密接に連携し、障害者の就職の相談・支援、事業主に

対する障害者雇用の相談・支援を行う専門機関 

 ○職業評価 

就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応す

るために必要な支援内容・方法等を含む個人の状況に応じた支援計画（職業リハビリテーショ

ン計画）を策定するもの。 

○職業準備支援 

 ①センター内での作業学習から基本的な労働習慣を体得する。 

 ②就職に必要なことを学ぶ講習を受ける。 

 ③対人技能訓練や簡易作業を通して社会生活技能の向上を図る。 

○ジョブコーチ支援 

職場的応援助者（ジョブコーチ）が直接職場に出向いて、障害者及び事業主双方に職場適応

に向けた具体的な支援を行う。 

○職場復帰（リワーク）支援 

うつ病により休職中の方に対し、職場復帰に向けてのウォーミングアップの場を提供するこ

とで円滑な職場復帰を支援するとともに、適応に向けた職場への助言を行う。 

○職務試行法の活用 

  実際の事業所で作業を行うことにより、障害者の職業能力や適性等を評価する制度。 

○知的障害者判定・重度知的障害者判定 

障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度などの雇用対策上の「知的障害者」「重度知的障

害者」に関する判定を行う。 

《備考》障害者職業センターは「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、 

    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営している。 

http://www.irasutoya.com/2015/10/blog-post_40.html
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Ⅵ 各種制度  

 １ 療育手帳 

「療育手帳」の交付は、知的能力の障害が発達期（おおむね１８歳まで）にあらわれ、日常生活に

何らかの援助を必要とする状態にある方が対象になる。１８

歳未満の方は児童相談所、１８歳以上の方は知的障害者更生

相談所の判定による。 

手帳の等級は、障害の程度により、Ａ₁（最重度IQ20未

満）、Ａ₂（重度IQ20～35）、Ｂ₁（中度36～50）、Ｂ₂（軽

度IQ51～70前後）の区分がある。 

  （１）新規申請に必要なもの 

○児童相談所の判定（※１８歳未満の方） 

知的障害者更生相談所の判定（１８歳以上の方） 

○申請書 ○印鑑 

○本人の顔写真１枚（横３㎝×縦４㎝。原則として申請から

１年以内に撮影されたものであって、脱帽上半身のも

の。） 

  （２）手続きの流れ 

①福祉保健所等で申請手続き 

②児童相談所または知的障害者更生相談所で面接・ 

判定を受ける 

③市で審査し手帳発行 

④福祉保健所等で手帳の交付を受ける 

  （３）判定・再判定  

〇１８歳未満…児童相談所 

〇１８歳以上…知的障害者更生相談所 

※状態が変化しないと判断される場合等は、再判定しな   

 いこともある。 

※車の免許証のように再判定の案内ハガキは届かない。 

手帳に記載されてある次期再判定年・月を確認し、電 

話で予約をする。 

 

   （４）療育手帳で使えるサービス 

○障害者総合支援法上のサービス 

○所得税、住民税、相続税の控除 

（贈与税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税は重度の方のみ対象） 

○生活福祉資金（社会福祉協議会）・・・生活、教育、住宅等に必要なお金を借りることができる 

○各種公共施設の入場料割引 

 首里城や県立博物館など。その他映画館や美ら海水族館等割引あり 

○携帯電話料金・・・各社使用料割引制度あり 

○ＮＨＫの受信料減免・・・市民税非課税世帯全額免除 

○公共交通機関の割引 

バス…半額、定期券は３０％割引 ／ タクシー…１０％割引 

ゆいレール…半額、定期券も半額 ／ 航空運賃…各航空会社割引制度あり 

○自動車免許所得の助成（自治体によって助成制度あり） 

～療育手帳の更新～ 

療育手帳は、企業に障害者雇用枠で就労す

るのに必要となる。 

ハローワークによるＩＱ照会や、障害者職

業センターの重度判定の際に必要だからで

ある。 

療育手帳には再判定の日にちが記載されて

おり、期日までに判定を受け更新すること

になっている。 

ちなみに、障害基礎年金の申請は療育手帳

がなくても可能。 
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２ 身体障害者手帳 

身体障害者手帳は身体障害者福祉法が定める身体上の障害のある人に対して、都道府県や政令指定都市、中

核市が交付する障害者手帳です。取得することにより障害者自立支援法が定めるさまざまな福祉サービスを利

用することができます。 
障害を 1級から 7級の等級に分類しています。身体障害者手帳申請の際に審査が行われ、障害の等級が認定

されます。等級は 1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。身

体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 （１）新規申請に必要なものと手続きの流れ（詳しくは各自治体へ問い合わせてください） 

   ①各自治体の福祉課で申請書類（「交付申請書」・「身体障害者診断書・意見書」）を受け取る。 

   ②「身体障害者診断書・意見書」に医師の診断内容を記入してもらう。 

   ③自治体の福祉課窓口に書類を提出する 

    ・「交付申請書」 

・「身体障害者診断書・意見書」 

・証明写真 

   ④障害等級の決定、身体障害者手帳の交付 

（２）身体障害者手帳で使えるサービス 

 障害者雇用枠への応募 

 補聴器や車いすなどの補装具の交付や修理にかかる費用の助成 

 盲人用体温計や点字器などの日常生活用具の給付や貸与 

 所得税・住民税の割引（障害者控除） 

 医療費の割引・助成 

 公共料金や公共交通機関運賃の割引 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎身体障害は、症状によって大きく以下の 5種類に分類されます 
・視覚障害 
・聴覚障害又は平衡機能の障害 

 ・音声機能、言語機能又は咀嚼機能の障害 
 ・肢体不自由 
 ・内部障害（内臓機能障害や腎臓機能障害）など 

https://snabi.jp/article/70
https://snabi.jp/article/199
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３ 精神障害者保健福祉手帳 

障害のある人に交付される「障害者手帳」の種類のひとつで、精神疾患のある人が取得することができま

す。 

精神障害者保健福祉手帳の制度は法律「精神保健福祉法」が定めており、症状や生活における支障の程度に応

じて1級から3級の障害等級に区分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）新規申請に必要なものと手続きの流れ（詳しくは各自治体へ問い合わせてください） 

①市区町村の障害福祉窓口で説明を受け、所定の様式の申請書類をもらう 

②主治医に診断書を書いてもらう 

③診断書と、顔写真ほか必要書類一式を市区町村の障害福祉窓口に提出 

（２）身体障害者手帳で使えるサービス 

  ・税制上の優遇措置（税務署などへの申告が必要になります。） 

・生活保護の障害者加算の手続きの簡素化（対象者は1級および2級の方です。） 

・携帯電話の基本使用料金が半額（詳しくはご使用の携帯電話会社にお問い合わせください。） 

・NTTの電話番号案内（104）が無料（「ふれあい案内サービス」）など 

（３）その他 

  ①発達障害も対象 

国際的な診断基準である、世界保健機関（WHO）の『ICD』（国際疾病分類）や、アメリカ精神医学会の
『DSM-5』（『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版）では発達障害も精神疾患に含まれるためです。 

  ②知的障害がある場合 

   知的障害と精神疾患の両方がある場合は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳両方の交付を受けられる

場合があります。 

  ③定期的な更新が必要 

   精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年後の申請月の末日です。更新したい場合は、手帳

に記載されている有効期限の3ヶ月前から申請できます。 

申請には、新規申請のときと同じ必要書類に加え、現在の手帳の写しを提出します。あらためて等級の

審査がおこなわれ、病状が変化していれば更新前とは異なる等級で交付されたり、「非該当」と判断さ

れて手帳が交付されない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎すべての精神疾患が対象となりますが、代表的な疾患には以下のものがあります 
 統合失調症 
 うつ病、双極性障害などの気分障害 
 てんかん 
 薬物やアルコールによる急性中毒やその依存症 
 高次脳機能障害 など 

 

精神障害者保健福祉手帳の例 

https://snabi.jp/article/1
https://snabi.jp/article/17
https://snabi.jp/article/176
https://snabi.jp/article/127
https://snabi.jp/article/14
https://snabi.jp/article/27
https://snabi.jp/article/11
https://snabi.jp/article/62
https://snabi.jp/article/184
https://snabi.jp/article/175
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４ 成年
せいねん

後見人
こうけんにん

制度 

知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配な人がいろ

いろな契約や手続をする際に同じ地域に暮らすさまざまな人がつながってご本人の思いを

分かち合い、いっしょに考え お手伝いする制度です。財産管理（不動産や預貯金などの

管理、遺産分割協議などの相続手続など）や身上保護（介護・福祉サービスの利用契約や

施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など）などの法的な手続きを、本人の意志を

尊重した｢意志決定支援｣を実施したうえで、本人に代わって後見人が行います。 

 

 

 

ご本人が未成年のうちは、親御さんなど保護者（親権者）が様々な手続きを、本人に代わって行うことが

できます。2022年に施行された民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられたことを受け、18歳の誕生

日を過ぎると保護者は親権者ではなくなります。 

18歳以上はご本人が様々な手続きを自身で行うことが原則となっています。銀行窓口で新規の預金口座を

開設する際、資料への記入や押印などの手続きはご本人しかできないようです。もしもご本人による手続き

ができない場合、親御さんなどの保護者では手続きができず、成年後見人による手続きを求められます。ま

た、ご本人の口座預金からの出入金もご本人または成年後見人以外の方は行えなくなります。 

支援学校高等部を卒業後は、就労に伴う収入の振込先や障害年金の振込先として預金口座が必要になりま

すので、諸手続が困難なご本人が18歳の誕生日を迎える前に保護者は対策しておく必要があります。 

 

※イラスト、内容は厚労省HP｢成年後見はやわかり｣より一部引用 
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進路状況 

 

１ 令和６年度 高等部 3年生 37名進路希望先〔令和７年３月３１日時点〕 ゆい教室 ２名含む 

No. 進路先分類 人数 備考 

1 一般就労 ７ 

西原町立坂田保育所（１）、東の森保育園（１）、琉球海運ロジス

ティクスセンター（１）、一般社団法人 Kukuru（１）、有限会社レ

キオスフーズ（３） 

２ 就労継続支援Ａ型 ２ サンクスラボ株式会社(1)、ハートランドおきなわ首里（１） 

３ 就労移行支援 1１ 

ワークセンター南城（３）、就労支援センター大樹(２)、サポート

センターゆい（１）、てるしのワークセンター(１)、自立サポートセ

ンターみらそる(1)、就労支援センターさわやか（１）、さぽーとせ

んたー･i とぉ～ち(1)、ドリームワークそてつ（１） 

4 就労継続支援Ｂ型 ５ 
ワークセンター南城たんぽぽ(1)、ワークセンター愛の園（２）、そ

なえ会(1) 、ワークライフサポート南山（１） 

５ 生活介護 ９ 

デイセンターおおさと(４)、就労支援センター野の花（１）、多機

能型事業所すぺーす(1)、シルビアンコペルミント (1)、生活介

護事業所わっくわーく（１*）、美原デイサービス（１）、デイセンタ

ーのんびり（１*）、障害者就労支援施設 ami（１*）、育成園生活

介護センター（１*）、生活介護事業所うみとたいよう（２）、生活

介護咲心（１*） 

６ 自立訓練（生活） １ 生活訓練 imaCOCO（１） 

７ 施設入所 １ てだこ学園（１） 

８ 未定 １ 転居後にさがす（１） 

*はサービス事業所の併用 

 

２ 卒業生の進路先分類 

 

卒業年度 

進路先分類  

進
学 

一
般
就
労 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

就
労
移
行
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

自
立
訓
練 

生
活
介
護 

施
設
入
所 

未
定 

そ
の
他 

計 

令和４年度 0 6 2 9 １ 0 1 7 0 0 ０ 25 

令和５年度 0 3 1 19 2 1 0 3 ０ 0 2 31 

令和６年度 0 ７ ２ 1１ ５ 0 １ ９ １ １ ０ 3７ 



【日中活動】

サービス・制度 対象 期間 賃金 内容 備考

就労移行支援
・一般企業等への就労を希望する人
・バリバリ働きたい人向き

２年 なし

一般就労に必要な知識及び能力の向
上のために必要な訓練を行う。※
訓練終了後、就職すると6ヶ月間の定
着支援をうけることができる。

・訓練は１年延長するこ
ともあります。
・工賃を受け取れる場合
があります。

就労継続支援Ａ型
（雇用型）

・一般就労と同程度の働く意欲と能力が
身についているが、福祉の支援を受けな
がら、働きたい人向き

なし
最低賃金952円
保障（令和６.10.９

改正）

働きながら、知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練を行う。※
（利用条件）①企業就職の経験者
②就労アセスメントを受けた者

月平均賃金

78,438円
令和5年度沖縄県

就労継続支援Ｂ型
（非雇用型）

・福祉の支援を受けながら、働きたい。
・あまり無理をせずに、心身の体調に合
わせて働きたい人向き

なし
工賃が支給さ

れる

働きながら、知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練を行う。※
（利用条件）①企業就職の経験者
②就労アセスメントを受けた者

月平均工賃

20,873円
令和5年度沖縄県

就労定着支援
・就労移行または就労継続から企業等へ
就職し６ヶ月継続した人

２年 ー
就労に伴う生活面の課題に対応する
ための支援を行う。

就職前の支援事業所等
が実施

自立訓練
(機能訓練)
（生活訓練）

・一定の支援を受けながら、身体機能ま
たは生活能力の維持・向上を目指す人
・就労前にもう少し力をつけたい人、やり
たいことを探したい人向き

２年 なし

自立した日常生活や社会生活ができ
るよう一定期間、生活能力の維持・向
上のためのリハビリテーションを行う。
※

※不登校･引きこもり等
の方も利用できる場合
があります。

生活介護
・全面または一部介護が必要な（入浴・排
泄・食事など）や体調への配慮が必要な
人

なし なし
昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を
行い、日々を穏やかに、豊かに過ごす
ための活動を提供する。※

障害支援区分３以上
複数の事業所を併用す
るケースもあります。

療養介護
・長期の入院による医療的ケアに加え、常
時の介護を必要とする人

なし なし
昼間、医療機関で機能訓練、療育上の
管理、看護、介護および日常生活の支
援を行う。

障害支援区分5以上

地域活動支援センター ・施設のある市町村在住の方　対象 なし なし
創作的活動または生産活動の機会を
提供する。※

障がい者 福祉サービスの概要

※施設によって取り組み内容が異なります。詳細は各事業所へご確認ください。

2
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サービス・制度 対象 期間 賃金 内容 備考

就労選択支援
・学校卒業後すぐに就労継続支援を希望
する方(当面の間)→卒業前の利用

1か月
以内

なし
・就労アセスメントをとり、適切なサービ
ス利用につなげるサポートをする。 在学中に利用します。

【家庭生活】

サービス・制度 備考

居宅介護(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ) 支援区分１以上

重度訪問介護 支援区分4以上

同行援護

行動援護 支援区分３以上

重度障害者等包括支援 支援区分6

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

短期入所(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 支援区分1以上

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

サービス・制度 備考

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援
昼間、生活介護は区分４
以上

自宅で介護する人が病気などの場合に、代わって短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護を行う。

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの治療を行う。

児童発達支援センター等に通い、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流などの支援。

令和７年10月から始まるサービス

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

サービス内容

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

重度の肢体不自由者または重度の知的障害,精神障害により行動上著しい困難があり、常に介護を必要
とする人が対象。
自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。
（日常生活に生じる様々な介護に対応するための見守り等の支援を含む）

視覚障害の方が対象。移動に著しい困難がある人が、外出時に必要な支援を行う。

自己判断が困難な人が行動時に、危険回避など必要な支援、外出支援を行う。

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

保育所、児童養護施設等を訪問し、障害のない子たちとの集団生活への適応を図る支援を行う

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。

サービス内容

一人暮らしに必要な力を補うため、日常生活の課題を把握し、必要な支援を行う。

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活の援助を行う。

2
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 資料② 【令和６年４月改編】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 企業就労               

企業就労 

                企業就労 

就労継続支援 A型 

 

就職 

進学等 

福祉ｻｰﾋﾞｽ 

(訓練等給付) 

地域生活 

支援事業 

ケースＡ 

企業就労 
職業訓練校(半年～1年)  

福祉ｻｰﾋﾞｽ 

(介護等給付) 

ケースＢ 

｢一般就労（企業就労）｣を目指す際の進路イメージとして･･･ 

◆ケースＡ･･･卒業と同時に直接企業へ就職  ◆ケースＢ･･･訓練校を経て就職する。 

◆ケースＣ･･･訓練等給付のサービスを利用し、一定期間の訓練後に就職する。Ａ型・B型事業所での継続就労も可能。 

◆ケースD･･･日常生活能力の維持・向上を目指し、その後に訓練し就職する。Ａ型・B型事業所での継続就労も可能。 

◆ケースE・F･･･適正や就労意欲、就労に必要な力の定着状況など総合的な判断により、訓練し就職する。 

～卒業後の進路イメージ～ 

ケースＣ 

                        企業就労 

島
尻
特
別
支
援
学
校 

生活介護 

卒業～１年目 

地域活動支援センター 

卒業後２年目 卒業後３年目 

ケースD 

卒業後４年目 将来的に･･･ 

卒

業 

就労移行支援（2年以内） 

 

ケースF 

企業就労 

自立訓練（２年以内） 

ケースＥ 

企業就労               

企業就労 

就労継続支援 A型 

就労継続支援 Ｂ型 

 

大学・専門学校など 

27 

障害者雇用制度を活用した就労 

令和7年10月から新サー

ビス「就労選択支援」！

進路を選択するための新

しい仕組みになります。 

就労定着支援 3年間 

 

職場定着支援 6ヶ月 

 障害者雇用制度を活用した就労  

就労移行支援 

（２年以内） 

就 

職 

http://3.bp.blogspot.com/-4wWxEXiD0F8/UZB6XlK0tuI/AAAAAAAASCU/KmzPAv83LLg/s800/niji.png
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進路指導で大切にしたいこと 
 
 

幼・小学部 
 
 
 
 
◎日々の授業では・・・ 
①学校生活に慣れ、見通しを持って生活できるようにしましょう。 
②あいさつ、返事ができるようにしましょう。 
③身辺処理能力を高めましょう。 
④友だちと仲良く遊べるようにしましょう。 
⑤日常生活に必要なきまりを守れるようにしましょう。 
⑥遊びや学習を楽しみ、進んで活動できるようにしましょう。 
⑦係や手伝い等の活動に積極的に取り組めるようにしましょう。 

     
◎教職員は・・・ 

     ①進路指導に関する最新の情報を得ておきましょう。 
     ②特別支援学校中学部や高等部の授業の参観や職員との情報交換を進んで 
      行いましょう 
     ③福祉制度や手続き等を理解しておきましょう。 
     

◎保護者は・・・ 
     ①日々の学習のすべてが、進路につながるという意識を持ちましょう。 
     ②規則正しいリズムで家庭生活が送れるように支援しましょう。 
     ③早い段階から施設や事業所等の見学をしましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「身辺処理、人間関係等、この時期の生活を自立的に行えるよう 
にすることが進路指導」と捉え、ていねいに積み上げましょう。 
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進路指導で大切にしたいこと 
 
 

中学部 
 
 
 
◎日々の授業では・・・ 
①必要に応じたあいさつ、返事ができるようにしましょう。 
②時間を意識して行動できるようにしましょう。 
③公共の施設や乗り物を利用できるようにしましょう。 
④総合的な学習の時間や職業学習等を通して、働く力（体力・意欲・持続力 
 等）を養いましょう。 
⑤高校や特別支援学校高等部、施設や職場の見学や体験学習等をとおして、 
 進路に対する意識を育てましょう。 

 
    ◎教職員は・・・ 
     ①校内実習や職場体験では、目的・意識を考え、積極的に計画立案しましょう。 
     ②保護者との話し合いを十分に行い、生徒の将来や悩みなどに耳を傾けましょう。 
     ③高校や特別支援学校高等部への進学のための情報を得て、準備や手続きを行い 
      ましょう。 
     

◎保護者は・・・ 
     ①子どもと年齢相応に接し、自分でできることが増えるように支援しましょう。 
     ②進路志望調査や面談等により、進路の方向を考えましょう。 
     ③本人や保護者による高校や特別支援学校高等部等の見学、進路相談を行いま 
      しょう。 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

『学習や経験の広がりと深まり』を大切にし、自分で考え行動できる 
生徒に育てましょう。 
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進路指導で大切にしたいこと 
 
 

高等部 
 

 
 
◎日々の授業では・・・ 
①働くことや社会参加することの意義が理解できるようにしましょう。 
②通勤やグループホームの活用など、卒業後の生活に適応できるように体験 
 活動を組み込んだ現場実習をできるだけ早い段階から行いましょう。 
③卒業後の生活に活かせるような余暇指導を組み入れましょう。 
④金銭管理や公共の施設・交通機関の利用について学習を進めましょう。 
⑤性の指導を生徒一人一人の実態に応じて行いましょう。 

 
    ◎教職員は・・・ 
     ①進路指導主事との連携を十分に図り、進路指導を進めましょう。 
     ②現場実習に際して、実習先への分かりやすい資料の提供に努めましょう。 
     ③実習先において、教職員が事前に仕事を体験するなど、生徒が円滑に実習 
      できるよう工夫しましょう。 
     ④進路に関する情報を広く集め、本人・保護者や関係機関に提供しましょう。 
     ⑤生徒の卒業後の生活支援体制について情報収集し、学習に活かしましょう。 
     ⑥就労先、施設等へ進むために必要な手続きを取りましょう。 
     ⑦支援の中心が学校から地域の支援機関に移行するにあたって、本人・保護者 
      と支援機関を結ぶための連絡調整会議等を実施し、卒業後の生活に関する 
      本人・保護者のニーズを支援機関で共通認識できるようにしましょう。 
     

◎保護者は・・・ 
     ①進路は本人と保護者が主体的に決定しましょう。 
     ②本人に必要な社会参加・自立に向けた力を身につけるように協力しましょう。 
     ③本人に最も適した進路先を選択できるようにしましょう。 
     ④卒業後の生活を見据え、地域の支援機関を活用しましょう。 
 
 
     

「生徒が希望する進路先を目指した支援」を行いましょう。 
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▼私たちは、学校で長い間、学んできました。 だから、「勉強は学校でするもの」、 「卒業したら学ぶ機会はなくなる」

と考える人も多いかもしれません。 

▼でも、実は、卒業しても学び続つづけている人はたくさんいます。 大人になってからも同じ趣味をもった人たちが

集まって活動をしたり、ボランティア活動をしたり、 アートやスポーツを楽しんだりしている人がたくさんいます。あな

たの住む街にもダンスや料理、 生花や書道、パソコンや絵画など、たくさんの学びの場があるはずです。 こうして学

校以外の場でも学ぶこと、人生を通して学び続けることを、生涯学習といいます。 

 

沖縄県でも生涯学習が推進されています。 

「まなびネットおきなわ」 

「まなびネットおきなわ」は、県内の生涯学習に関する情報を収集・提供しているウェブサイトです。情報発信団体が最

新の情報を随時掲載しており、以下のような情報を簡単に調べることができます。沖縄県生涯学習情報提供システム

として平成 5年から稼働しており、「まなびネットおきなわ」は「うるまネット」、「沖縄県生涯学習情報プラザ」に続く 3

代目のシステムです。 URL⇒https://www.lll-okinawa.info/ 

○生涯学習に関する講座、イベント情報 ○おきなわ県民カレッジ主催講座や連携講座情報 

○視聴覚ライブラリー教材情報  ○生涯学習人材バンク情報   

 おきなわ県民カレッジとは 

おきなわ県民カレッジは、県民のだれもが入学し、自分の目的や興味にあった講座を学ぶことができます。カレッジと

いっても、特定のキャンパスはなく、おきなわ県民カレッジ講座（主催講座、連携講座）が実施される県内の国、県や市

町村、大学、公民館等がキャンパスになります。入学すると「学びのパスポート」が交付され、学習の記録（単位）を記入

していくことができ、どんな講座を学んできたか振り返ることができます。100単位学ぶごとに、おきなわ県民カレッ

ジ奨励賞の授与があります。 

主催講座 

美ら島沖縄学講座 【県教育委員会】沖縄学をテーマに実施する講座 

広域学習サービス講座 【各教育事務所】地域に根差したテーマで実施する講座 

学校開放講座 【県立学校等】学校施設を開放して実施する講座 

連携講座 
国や県関係機関、市町村教育委員会、大学、公民館、図書館等が実施する講座でおきなわ県民カレッ

ジ連携講座として認定された講座 

 

卒業しても学べる（生涯学習） 



参考資料 

 

障害福祉サービス事業所情報 

令和 7年 3月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県ホームページ 

子育て・福祉･教育＞障害者福祉＞ 

指定障害福祉サービス事業所等専用ポータル＞ 

１ 事業者情報＞障害福祉サービス指定事業所情報 より 

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1007063.html
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1007063.html
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1007063.html
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1007063.html


糸満市
事業所－名称 郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類
サンフラワー 901-0361 沖縄県糸満市字糸満2429-6 098-997-3900 共同生活援助
指定障害福祉サービス事業所　晴風苑 901-0334 沖縄県糸満市字大度513 098-997-2477 共同生活援助
グループホーム　レンメル 901-0313 沖縄県糸満市賀数３４６番地の３ 098-963-5277 共同生活援助
グループホーム　フルール 901-0362 沖縄県糸満市真栄里1420-1番地 098-995-1317 共同生活援助
イーグル・ベア 901-0313 沖縄県糸満市字賀数104番地 098-988-0945 共同生活援助
Y'RISE TO Ⅰ 901-0300 沖縄県糸満市字糸満2431-5 098-996-3417 共同生活援助
Oki Share Maehira 901-0331 沖縄県糸満市真栄平201 090-6860-2370 共同生活援助
メイズ 901-0335 沖縄県糸満市米須55 098-988-0945 共同生活援助
グループホームカンパニュラ 901-0362 沖縄県糸満市真栄里2045番地2 098-979-6633 共同生活援助
共同生活援助グループホーム　オーシャン潮崎 901-0364 沖縄県糸満市潮崎町四丁目8番地17 098-996-2665 共同生活援助
あんじゅ 901-0362 沖縄県糸満市真栄里2003番地の19 070-7485-7869 共同生活援助
障害者支援施設更生ソフィア 901-0301 沖縄県糸満市阿波根1021 098-994-1717 施設入所支援
障害者支援施設　ソフィア 901-0301 沖縄県糸満市阿波根1029-10 098-994-4454 施設入所支援
障害者支援施設　みなみの里 901-0333 沖縄県糸満市字摩文仁207 098-997-3900 施設入所支援
おおぞら寮 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根567 098-994-5134 施設入所支援
そよかぜ寮 901-0301 沖縄県糸満市阿波根567 098-994-5134 施設入所支援
障害福祉サービス事業所ソフィア 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根1029-10 098-994-4454 自立訓練（機能訓練）
生活・就労サポートセンター re Adjust～アジャスト～ 901-0305 沖縄県糸満市西崎6丁目18-2 M'sⅡ 202号室 098-987-5666 自立訓練（生活訓練）
就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 就労移行支援（一般型）
障害者就労支援施設イノー 901-0306 沖縄県糸満市西崎町四丁目20番地5 098-987-0549 就労移行支援（一般型）
福祉作業所友愛の絆 901-0314 沖縄県糸満市座波1286 098-851-3346 就労移行支援（一般型）
就労移行支援事業所 Tech Tech 901-0306 沖縄県糸満市西崎町3-199-1 098-996-7292 就労移行支援（一般型）
オハナ糸満 901-0305 沖縄県糸満市西崎6-5-1 P＆Pビル2F 098-992-5478 就労継続支援（Ａ型）
福祉作業所友愛の絆 901-0314 沖縄県糸満市座波1286 098-851-3346 就労継続支援（Ａ型）
nozomi-mon 901-0305 沖縄県糸満市西崎6-12-1　リトルハウス102号室 098-894-6006 就労継続支援（Ａ型）
障害者就労支援事業所・ワークサポートひかり 901-0362 沖縄県糸満市字真栄里870 098-994-1765 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 就労継続支援（Ｂ型）
障害者支援センターぴゅあ 901-0362 沖縄県糸満市真栄里８５７番地 098-992-1016 就労継続支援（Ｂ型）
たんぽぽ福祉作業所 901-0361 沖縄県糸満市糸満1283-2 098-995-0789 就労継続支援（Ｂ型）
ワークステーション夢工房 901-0312 沖縄県糸満市北波平354-3 098-992-0280 就労継続支援（Ｂ型）
多機能型障害者就労支援施設　ゆかいな仲間 901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-16-6 098-894-3660 就労継続支援（Ｂ型）
障害者就労支援施設Aile（エール） 901-0325 沖縄県糸満市大里144-1 098-992-7273 就労継続支援（Ｂ型）
ひまわりファクトリーBon・Bon 901-0312 沖縄県糸満市北波平245-3 098-987-0527 就労継続支援（Ｂ型）
ゆいゆい福祉共同作業所 901-0325 沖縄県糸満市大里933 098-992-1887 就労継続支援（Ｂ型）
多機能型事業所　すぺーす 901-0314 沖縄県糸満市座波760番地2 098-995-3005 就労継続支援（Ｂ型）



福祉作業所友愛の絆 901-0314 沖縄県糸満市座波1286 098-851-3346 就労継続支援（Ｂ型）
ワークライフサポート南山 901-0313 沖縄県糸満市賀数406番地の１ 098-994-3660 就労継続支援（Ｂ型）
ワークショップbrio 901-0361 沖縄県糸満市糸満102番地 098-994-3780 就労継続支援（Ｂ型）
障害者就労支援施設イノー 901-0306 沖縄県糸満市西崎町四丁目20番地5 098-987-0549 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援B型事業所　沖縄観光開発 901-0311 沖縄県糸満市武富589番地3 098-996-5432 就労継続支援（Ｂ型）
ハピラボ 901-0305 沖縄県糸満市西崎2丁目19番9号1階 098-994-1222 就労継続支援（Ｂ型）
ピュアリィ 901-0361 沖縄県糸満市糸満1417-3 098-996-4715 就労継続支援（Ｂ型）
ワークサポートにしざき 901-0305 沖縄県糸満市西崎六丁目18番7号　東建ビル103号 098-994-8918 就労継続支援（Ｂ型）
ネクスト　糸満 901-0364 沖縄県糸満市潮崎町3丁目23-7 098-959-4014 就労継続支援（Ｂ型）
ワークサポート千寿 901-0362 沖縄県糸満市真栄里339-1 098-995-3712 就労継続支援（Ｂ型）
エシカルハート 901-0303 沖縄県糸満市兼城473-2 090-6482-3506 就労継続支援（Ｂ型）
Work Support Oki Share 901-0361 沖縄県糸満市糸満977番地　De-box糸満ロータリー店　1F 090-6860-2370 就労継続支援（Ｂ型）
障害者支援施設更生ソフィア 901-0301 沖縄県糸満市阿波根1021 098-994-1717 生活介護
障害福祉サービス事業所ソフィア 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根1029-10 098-994-4454 生活介護
シルビアンハンディカムプラザ 901-0311 沖縄県糸満市武富595-198 098-833-8837 生活介護
指定生活介護事業所　なかゆくい 901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-16-6 098-894-3660 生活介護
障害者支援施設　ソフィア 901-0301 沖縄県糸満市阿波根1029-10 098-994-4454 生活介護
障害者支援施設　みなみの里 901-0333 沖縄県糸満市字摩文仁207 098-997-3900 生活介護
おおぞら寮 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根567 098-994-5134 生活介護
そよかぜ寮 901-0301 沖縄県糸満市阿波根567 098-994-5134 生活介護
多機能型事業所　すぺーす 901-0314 沖縄県糸満市座波760番地2 098-995-3005 生活介護
障害者就労支援施設ami（アミ） 901-0315 沖縄県糸満市字照屋1275番地　グレイス喜納107号 080-8550-1761 生活介護
デイサービス青葉 901-0311 沖縄県糸満市武富175番地の２ 098-992-3272 生活介護
福祉サービス生活介護アングレカム 901-0315 沖縄県糸満市照屋804番地１　かーら家101号室 098-952-4660 生活介護
デイセンターのんびり 901-0361 沖縄県糸満市糸満1413-2 098-840-3155 生活介護
symphony 901-0305 沖縄県糸満市西崎６丁目15-５ 080-2749-2055 生活介護



西原町
事業所－名称 事業所－郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類
心（ちむ）ハウス 903-0115 沖縄県中頭郡西原町池田625番地 098-917-1082 共同生活援助
共同生活援助事業所マーブル 903-0118 沖縄県中頭郡西原町小波津631番地27 080-6481-9076 共同生活援助
フレンドリー西原幸地 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地１２８ 098-945-8702 共同生活援助
グループホーム　にしばる 903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇218番地２階 098-944-3266 共同生活援助
共同生活援助happiness西原 903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原270 080-3598-4365 共同生活援助
わらゆい 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城185-6 098-945-5181 共同生活援助
フレンドリー西原翁長 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長64 090-5425-3352 共同生活援助
グループホーム　はなあかり 903-0129 沖縄県中頭郡西原町千原259-3 080-6095-1669 共同生活援助
障害者支援施設　愛泉園 903-0115 沖縄県中頭郡西原町字池田625 098-945-5181 施設入所支援
障がい者サポートステーションあるてぃー 903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原1丁目21番地の9　メゾンソレイユ10 098-988-9755 自立訓練（生活訓練）
障がい者サポートステーションあるてぃー 903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原1丁目21番地の9　メゾンソレイユ101 098-988-9755 就労移行支援（一般型）
ひかり 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原2丁目29番地9 コムシュトワBLD1F 098-987-6875 就労継続支援（Ａ型）
ちむてぃち 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長326番地 098-945-8585 就労継続支援（Ａ型）
サポートセンター　はばたき 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城135番地 098-943-6251 就労継続支援（Ｂ型）
障害者地域生活支援センターそなえ会 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長237-2 098-917-2700 就労継続支援（Ｂ型）
スマイリーワーク 903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間346番地 098-944-1777 就労継続支援（Ｂ型）
指定障がい福祉サービス事業所えいと 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長157-4 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援B型事業所　すまいる 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城185-6 098-917-1082 就労継続支援（Ｂ型）
みらい 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原164-3 098-895-2203 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援センターあかとぅんち 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原二丁目17番地３-101 098-917-5878 就労継続支援（Ｂ型）
フレンドリー工房 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地６９－３ 080-6491-5594 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型　アトリエ・ねこいろ 903-0124 沖縄県中頭郡西原町呉屋86番地　呉屋店舗102号室 070-5278-8088 就労継続支援（Ｂ型）
グッド 903-0111 沖縄県中頭郡西原町字与那城258番地3 098-975-5420 就労継続支援（Ｂ型）
フレンドリー工房 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地69-3 098-943-4527 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型事業所　花畑 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地962番地8 098-988-3120 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援B型事業所　CONNECT 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長659-2 098-800-1370 就労継続支援（Ｂ型）
はなまるワークス 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地８８番３ 080-7819-8078 就労継続支援（Ｂ型）
スマイリーワークアルファ 903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原235番地3 2階 098-988-3003 就労継続支援（Ｂ型）
障害者支援施設　愛泉園 903-0115 沖縄県中頭郡西原町字池田625 098-945-5181 生活介護
生活介護事業所わっくわ～く 903-0111 沖縄県中頭郡西原町字与那城102番地17 098-943-1011 生活介護
まじゅん 903-0112 沖縄県中頭郡西原町我謝810－51 098-917-2160 生活介護



南城市
事業所－名称 郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類
グループホーム翔 901-1203 沖縄県南城市大里字高平131-36 098-946-7177 共同生活援助
共同生活援助いーまーる 901-1205 沖縄県南城市大里高平1番8 098-996-5215 共同生活援助
アルファ 901-1203 沖縄県南城市大里大城1912-2　オレンジハイツ 098-988-0945 共同生活援助
仁愛療護園 901-0619 沖縄県南城市玉城字屋嘉部200 098-948-1815 施設入所支援
障がい者支援施設　鵠生の叢 901-1203 沖縄県南城市大里字大城1388 098-946-7177 施設入所支援
障害者支援施設つきしろ学園 901-1412 沖縄県南城市佐敷字新里1948 098-947-1183 施設入所支援
障がい者支援施設　玉川園 901-0616 沖縄県南城市玉城前川665 098-948-1852 施設入所支援
ワンネスグループ沖縄GARDEN 901-0618 沖縄県南城市玉城船越218番1 098-988-0945 自立訓練（生活訓練）
生活訓練imaCOCO & 就労支援　COCOkara 901-1204 沖縄県南城市大里稲嶺2282-6 098-946-0005 自立訓練（生活訓練）
就労センター　大樹 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-2 098-946-0021 就労移行支援（一般型）
ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 就労移行支援（一般型）
ワンネスグループ沖縄GARDEN 901-0618 沖縄県南城市玉城船越218番1 098-988-0945 就労移行支援（一般型）
楽ワーク福祉作業所 901-0615 沖縄県南城市玉城堀川513-2 098-948-2023 就労継続支援（Ａ型）
ワークサポートセンターFour-leafくろーばー 901-1206 沖縄県南城市大里仲間1035番地2 098-975-9797 就労継続支援（Ａ型）
就労サービス支援　ファミリーガーデン南城 901-0612 沖縄県南城市玉城當山497番地1 098-975-5646 就労継続支援（Ａ型）
ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 就労継続支援（Ｂ型）
楽ワーク福祉作業所 901-0615 沖縄県南城市玉城堀川511 098-948-2023 就労継続支援（Ｂ型）
ワークセンターさち・さしき 901-1415 沖縄県南城市佐敷新開1-240 098-947-4880 就労継続支援（Ｂ型）
就労センター　大樹 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-2 098-946-0021 就労継続支援（Ｂ型）
ワークサポートセンターFour-leafくろーばー 901-1206 沖縄県南城市大里仲間1035番地2 098-975-9797 就労継続支援（Ｂ型）
猫カフェfukufuku 901-1503 沖縄県南城市知念知名126番地 098-988-8710 就労継続支援（Ｂ型）
生活訓練imaCOCO & 就労支援COCOkara 901-1204 沖縄県南城市大里稲嶺2282-6 098-946-0005 就労継続支援（Ｂ型）
イエロー 901-1415 沖縄県南城市佐敷字新開1-270-1F 080-1783-3786 就労継続支援（Ｂ型）
仁愛療護園 901-0619 沖縄県南城市玉城字屋嘉部200 098-948-1815 生活介護
生活介護事業所　おおさと 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-1 098-946-0005 生活介護
障がい者支援施設　鵠生の叢 901-1203 沖縄県南城市大里字大城1388 098-946-7177 生活介護
障害者支援施設　つきしろ学園 901-1412 沖縄県南城市佐敷字新里1948 098-947-1183 生活介護
障がい者支援施設　玉川園 901-0616 沖縄県南城市玉城前川665 098-948-1852 生活介護



南風原町
事業所－名称 郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類
はくあいの園 901-0015 沖縄県島尻郡南風原町字新川452-1 098-889-4830 共同生活援助
美南風 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平546-8 098-888-1353 共同生活援助
指定障害福祉サービス事業所　大名の丘 901-1101 沖縄県島尻郡南風原町大名４８－１ 098-888-4516 共同生活援助
グループホーム愛さ 901-1112 沖縄県島尻郡南風原町本部４３４－１１ 098-889-1388 共同生活援助
GH　Common's 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平746番地　ＧＨ　Ｃｏｍｍｏｎ’ｓ 090-8001-7408 共同生活援助
共同生活援助ラ・ポーズ 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山652番地2　2F 050-1327-4883 共同生活援助
グループホーム　うみ 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川94番 098-894-6550 共同生活援助
複合施設新川の杜　いじゅの木荘 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川507番2 098-943-1228 共同生活援助
心縁 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1711番地 098-888-4848 共同生活援助
よもぎ学園 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平550 098-889-6011 施設入所支援
沖縄中央育成園あおぞら荘 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平548-1 098-889-4100 施設入所支援
沖縄中央育成園あさひ寮 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平548-1 098-889-4100 施設入所支援
障害者支援施設　太希おきなわ 901-1114 沖縄県島尻郡南風原町字神里631 098-889-5321 自立訓練（生活訓練）
指定障害福祉サービス事業所　大名の丘 901-1101 沖縄県島尻郡南風原町大名48-1 098-888-4516 自立訓練（生活訓練）
てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 就労移行支援（一般型）
複合施設新川の杜　就労支援いじゅの木 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川507番２ 098-888-5588 就労移行支援（一般型）
福祉作業所　傍楽 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋28-1 098-851-8380 就労継続支援（Ａ型）
ワークプラザ南風 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平540 098-889-4878 就労継続支援（Ｂ型）
てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援事業所　かすりくらぶ 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城３９３番地　東マンション２・１０２号室 098-888-1058 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 就労継続支援（Ｂ型）
福祉事業所　はんどinはんど 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋1番地 098-888-3224 就労継続支援（Ｂ型）
指定障害福祉サービス事業所　大名の丘 901-1101 沖縄県島尻郡南風原町大名48-1 098-888-4516 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援B型事業所　光の郷　ゆらてぃく 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城329番地 098-987-1747 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援センターこくば 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋240番地1 098-987-1606 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援センターあいこ南風原 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山444-6 １階 098-953-6228 就労継続支援（Ｂ型）
スーパーチャレンジセンターミライ はえばる 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1161-1 マンションモダン1階 098-851-7373 就労継続支援（Ｂ型）
複合施設新川の杜　就労支援いじゅの木 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川507番２ 098-888-5588 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援B型　チャレンジドこむぎ 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城263-23 098-955-3029 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型事業所　Ka pilina 901-1115 沖縄県島尻郡南風原町山川316番地　南星マンション1F 090-3790-8461 就労継続支援（Ｂ型）
福祉作業所　傍楽 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋28-1 098-851-8380 就労継続支援（Ｂ型）
心結 901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１７１１ 098-889-5678 就労継続支援（Ｂ型）
沖縄中央育成園　生活支援センター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平548-1 098-889-2856 生活介護
障害福祉サービスセンターひるぎ 901-1113 沖縄県島尻郡南風原町喜屋武181番地 098-882-7853 生活介護



よもぎ学園 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平550 098-889-6011 生活介護
沖縄中央育成園あおぞら荘 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平548-1 098-889-4100 生活介護
沖縄中央育成園あさひ寮 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平548-1 098-889-4100 生活介護



八重瀬町
事業所－名称 郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類

美八重 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭1427番地１ 098-998-2500 共同生活援助
共同生活介護事業所　おきしんきょう 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 共同生活援助
グループホームＪ 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平405番地1 098-998-7002 共同生活援助
グループホームらいぶりー八重瀬 901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄984番地8 080-7178-9642 共同生活援助
障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 施設入所支援
あけもどろ学園 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭1427-1 098-998-2500 施設入所支援
てだこ学園 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1392番地１ 098-998-2600 施設入所支援
就労支援アロハ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原306番地 098-996-2213 就労移行支援（一般型）
ハルハウス 901-0404 沖縄県島尻郡八重瀬町高良181番地5 098-998-8886 就労継続支援（Ａ型）
就労支援センター笑来笑来 901-0513 沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城703 098-996-4445 就労継続支援（Ａ型）
障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1502番地の５ 098-835-7700 就労継続支援（Ｂ型）
ワークリンク　サザン 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平480番地 098-851-9332 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援事業所　舞 901-0403 沖縄県島尻郡八重瀬町世名城727-3 098-998-3181 就労継続支援（Ｂ型）
生活サポートセンターゆう 901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄903-60 098-987-4151 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援アロハ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原306番地 098-996-2213 就労継続支援（Ｂ型）
ハルハウス 901-0404 沖縄県島尻郡八重瀬町高良113番地 098-998-8886 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型事業所りあむ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原229番地3 3F 098-996-1820 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援センター　太陽の町 901-0502 沖縄県島尻郡八重瀬町字大頓1154番地1 098-851-7522 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援はるさーファーム 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1458番地4 098-851-7548 就労継続支援（Ｂ型）
家族支援ゆんたく 901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇35番地 098-987-1171 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援事業所エルファーム 901-0402 沖縄県島尻郡八重瀬町富盛1042-5 098-987-7000 就労継続支援（Ｂ型）
障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 生活介護
デイセンター　こちのなー 901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇208 098-851-8990 生活介護
あけもどろ学園 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭1427-1 098-998-2500 生活介護
てだこ学園 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1392番地１ 098-998-2600 生活介護
就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1318-1八重瀬町社会福祉会館内 098-835-7700 生活介護
ALIVE 901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄85番1 098-851-7830 生活介護
生活介護事業所うみとたいよう 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平450番地1 098-996-5462 生活介護
ぐっどケアLammin 901-0512 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭1655-1 098-995-9804 生活介護



豊見城市
事業所－名称 郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類
グループホーム　アシスト 901-0243 沖縄県豊見城市上田589 090-3012-9728 共同生活援助
グループホーム　十徳荘 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺395番地44 098-996-2516 共同生活援助
奏・グループホームouka 901-0231 沖縄県豊見城市我那覇446-4 098-961-9049 共同生活援助
障害者グループホーム　グッドラック豊見城 901-0205 沖縄県豊見城市根差部381-5 098-975-5000 共同生活援助
障害者支援施設　青葉園 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺395番地1 098-851-9507 施設入所支援
START 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋135番地NPKビル2A 098-987-0640 自立訓練（生活訓練）
福祉作業所カインドハート 901-0243 沖縄県豊見城市字上田253番地1F 098-952-4849 就労移行支援（一般型）
桜山荘「共に生きる町」たいら　ゲラジョブセンター4号館 901-0212 沖縄県豊見城市平良188番地23 098-996-4012 就労継続支援（Ａ型）
障害者就労支援事業所もも 901-0244 沖縄県豊見城市高安454番地1　宜保マンション102号室 098-856-9311 就労継続支援（Ａ型）
福祉作業所　～YELL～ 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋147番地　１階 098-996-5314 就労継続支援（Ａ型）
就労継続支援B型事業所ゲラジョブセンター 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 就労継続支援（Ｂ型）
ひまわりファクトリー 901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名９２番地１ 098-856-6639 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援アシスト 901-0243 沖縄県豊見城市上田589　丸国マンション106 098-987-5477 就労継続支援（Ｂ型）
福祉作業所ゆいハート 901-0202 沖縄県豊見城市嘉数729番地 098-996-1248 就労継続支援（Ｂ型）
琉サポ南’Ｓ 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城763-1　３F４F 098-996-1181 就労継続支援（Ｂ型）
福祉作業所　はーと　りんく 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋148番地２　ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾊｲﾑ１階103号 098-987-4831 就労継続支援（Ｂ型）
障害者就労支援事業所もも 901-0242 沖縄県豊見城市高安454番地1　宜保マンション102号室 098-856-9311 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型事業所 Common's 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺364-１コモンズ栄Ｂ号 098-851-7406 就労継続支援（Ｂ型）
福祉作業所ブーゲン 901-0235 沖縄県豊見城市名嘉地109番4 098-987-4870 就労継続支援（Ｂ型）
就労支援リリアン 901-0242 沖縄県豊見城市高安754-1 098-894-6333 就労継続支援（Ｂ型）
福祉作業所カインドハート 901-0243 沖縄県豊見城市字上田253番地1F 098-952-4849 就労継続支援（Ｂ型）
GREEN SIGHT 豊見城 901-0202 沖縄県豊見城市嘉数672-10 050-8892-7760 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型事業所　Ｋｕｋｕｎａ 901-0214 沖縄県豊見城市保栄茂７１７－１　２Ｆ 098-996-3822 就労継続支援（Ｂ型）
START 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋135番地NPKビル2A 098-987-0640 就労継続支援（Ｂ型）
amis高嶺 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺370番16 098-996-5222 就労継続支援（Ｂ型）
桜山荘デイホームさくらんぼ 901-0212 沖縄県豊見城市字平良140番地1 098-850-0990 生活介護
障害者支援施設　青葉園 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺395番地1 098-851-9507 生活介護
ひまわりファクトリー 901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名９２番地１ 098-856-6639 生活介護
桜山荘「共に生きる町」たかみねデイホームさくらんぼ３号館 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺395番地44 098-996-2519 生活介護
福祉作業所ゆいハート 901-0202 沖縄県豊見城市嘉数729番地 098-996-1248 生活介護
桜山荘「共に生きる町」たいらﾃﾞｲﾎｰﾑさくらんぼ4号館 901-0212 沖縄県豊見城市平良188番地23 098-996-4015 生活介護
美原デイサービス 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋147番地　如月マンション102 098-987-1581 生活介護
生活介護　やっほっほ 901-0243 沖縄県豊見城市上田121番地1　コーポ上田1Ｆ 098-996-2441 生活介護



与那原町
事業所－名称 郵便番号 事業所－住所 電話番号 サービス種類
CASA-Y 901-1301 沖縄県島尻郡与那原町板良敷786番地1F 090-2553-1379 共同生活援助
アニモ与那原 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原377番地の２２ 098-917-0499 共同生活援助
グループホームSpade 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原67番地３　マンション嶺503号室098-975-5420 共同生活援助
ぬくさん家　うららか 901-1301 沖縄県島尻郡与那原町板良敷696-2 098-889-3714 共同生活援助
奏・グループホームS.I 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3150番地 098-834-5260 共同生活援助
グループホームやすらぎの家 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原2998番地の87 098-882-5725 共同生活援助
ワークセンター　愛の園 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2943 098-945-2357 就労移行支援（一般型）
オハナ　与那原 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原1118　２階 098-882-8022 就労継続支援（Ａ型）
就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型）
ワークセンター　愛の園 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2943 098-945-2357 就労継続支援（Ｂ型）
サポートセンターあすなろ 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3861　仲里アパート101 098-944-5119 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援施設　喜仲のむつらぼし 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原535番地 098-871-980 就労継続支援（Ｂ型）
まほろば 901-1301 沖縄県島尻郡与那原町板良敷838番地　1階 098-944-2552 就労継続支援（Ｂ型）
スーパーチャレンジセンターミライ　よなばる 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原431番地 098-988-1303 就労継続支援（Ｂ型）
ワークステップ うららか 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原408番地の2 098-894-8433 就労継続支援（Ｂ型）
就労継続支援Ｂ型　いろどり 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3078番地3－3Ｆ 080-7430-0687 就労継続支援（Ｂ型）
サポートセンターあすなろ 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3861　仲里アパート101 098-944-5119 生活介護


